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弁護士が語る！経営者が知っておきたい法律の話（第18回）
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下請け業者を守るために複数の法律やガイドラインがあります。これらを活用して、言いなりにならない下請け業者になりま
しょう。うちは下請けだから……。こう言って発注先の言いなりになっていませんか。下請け業者はどんなことでも我慢をしな
ければいけないのか。そんなことはありません。下請け業者を守るための法制度があります。今回はこの法制度を知って、
言いなりにならないための“理論武装”をしてみましょう。

下請け業者のためだけの法律がある！

下請け業者を守るための法制度の1つとして、「独占禁止法」を知っている方は多いのではないかと思われます。独占禁止
法では「取引上、強い力を持つ者が、取引の相手方に対し、その優越的な地位を利用して、正常な商取引では認められな
いような不利益を与える行為は許さない」という規制が含まれています。

では、「下請け代金支払遅延等防止に関する法律」（以下、「下請法」）はいかがでしょうか。この法律こそ、下請け業者のた
めの法律なのです。この法律では業務委託を行う企業を「親事業者」、それを受託する企業を「下請事業者」と呼んでいま
す。それに従って以下では「下請事業者」という表記を使います。

下請法が“下請事業者のための法律である”という根拠としては、下請法は発注書などの書面の作成・交付・保管について
定められているという点があります。

下請けいじめの典型例として、不当な請負代金の減額、給付内容の変更、受領拒否、支払期日の延期などがあります。こ
れらの原因の1つは、発注や交渉経緯などが書面化されておらず、契約内容が不明確なことにあります。

下請法では、親事業者に発注書面（下請業者の給付内容、代金、支払期日、支払方法等を記載）の交付を義務づけてい
ます。そのため、この義務が果たされると、必然的に親事業者による理由なき代金の減額、給付内容の変更を防ぎ、支払
期日が不明などといったトラブルも防ぐことができます。

また、親事業者に対し、下請け取引の経緯を記載した書類等の作成および2年間の保管を義務づけています。そのため、
取引から2年以内であれば、親事業者に関係書類が保管されていますので、「資料がないから紛争解決が困難」という事態
も防ぐことができるようになっています。

さらに、下請法では、親事業者の都合による下請け代金の支払い時期の変更、延期を防ぐために、たとえ下請事業者の同
意があったとしても、下請け代金は下請事業者が給付をした日から60日以内に支払われなければならないこととされていま
す。親事業者がこの支払期日までに支払わなかった場合、年14.6%の遅延損害金も支払わなければなりません。

このように代金支払いに関する親事業者の義務も定め、下請事業者を保護しているのです。

このほかにも、典型的な下請けいじめとして想定される、親事業者による下請け代金の支払い遅延、代金減額、返品、買い
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たたきや、不当な給付内容の変更、やり直し、受領拒否や返品の禁止などを行ってはならない旨の定めもあります。

下請法の対象外となる企業もある… 続きを読む
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